
報 告

東南アジアにおける法学教育の現状

中 田 TLj･

l は し が き

私は, このIj'1,アジア財団の援助によって,マ レー

シアおよびタイの 2国に,約 3週間の出張旅行をす/7'

ことができた｡主な目的は , 7月20日から同25日まで

を会期として,シンガポ-ル大学の法学部で開催され

;Tこ,第2回東南アジア地域法学教育会議に, 日本代表

ヒしてと侶汚す;''ことであったが,これを機会に,マ レ

ーーシアの首都クアラランプ～ )L,およTJiタイ田の首府バ

ンコックをも歴訪 して,両 国 の司法制度ならびに法学

教育の現状を視察 し,またとくにバンコックにおいて

は,京祁大学東南アジア研究セン/j一内の政治死なJ'

-Jに比較法班による今後の調査計画のため,闇係方面

との連絡をつけたいと考えた｡以下, この旅行を通 じ

て知りえた現地の法学数百の模株を伝えた い と思 う

が,左にぶ/tきわめて炉期間の旅行であり, こL_に私

(ノ二月'･JjiT拍H識Jj不足から,こU〕捕告が全 く表面的な観望i

上独酌 作hil感想の叙述に終始するujで左いかを,私lLi

丹おそれている,J

Tl 第 2回東南アジア地域法学教育会議

(The Second RegionalConference

onLegalEducation in Sollth-East

Asia)

(1) 余議レ〕日的 こし/')余談は,東再アジ丁急信 十一1

沃学数百に倒 し,共通の諸問題を共同討議 し,そレ兄上

[:.'1.:･と発逢し),,]二め, 二の地域における法学じtj係の教f描 -

r;らび･.'二教育機闇相互の協力を深め,かつこれに｢E了巨1

ての努力を結集することを目的としていろ｡第 1回C/)
会議は 1昨年,すなわち1962年 8月27Liから9月 1

1i仁王で,シンガポール大学法学部の主催で 開 か れ /7r二

JJi,ミニで柚当の成果をおさめたたことに鑑み, こUつ
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会議を唯の 1回だけで終 らせることな く,む しろ永続

的 なものとしてはとの議が参加者の間 から起 り,そレ)

ための母体として, ｢東南アジア法 律 学 校 協会 (仮

訳)(Association of Law Teachers alld Law

SchoolsinSonth-EastAsia)を創設すべ く,そり

基本たる規約の起草をシンガポール大学の法学部に委

託する旨の決議がなされたのであった｡ このような経

緯から,こ/LどJ)第 2回会議 も,同 じくシンガポ-ル

大学で開催され,会議の冒頭において,上記の規約案

C/1審議が行われることになっていたのであ/1:,｡

(2) 会議の経過 会議は,まずシンガポール大学o〕

沃学部長 H.E.Groves教授を議長に選批 その主宰
のもとに,上記規約案の討議に入 り, これが 1部修iJ:.

･,)うえ,1両共されたが,これに引続き,つざoj各議/EJij

について,あらか じめ用意さ,iHこ親告書C,ll砧読とこ~jL

TiIylぐる討議が行われた｡

I. ProblemsofLaw SchoolDevelopment

L SourcesofFinance:-(a)Government;

(b)Privateand(C)Foreign

Reporter:JusticeH.W.Tanlbiah(Suprenle

CourtofCeylon);JusticeTojiTao(Le-

galTraining & Research IrlStitt:lte,

SupremeCourtofJapan)

Domesticand Foreign;(b) Colllpetition

WithPracticeandGovernlTlent;･(C)Role

ofPart-timeTeachers;(d)TeacherEx-

changes.

Reporter:-Professor Troadio T.Qlユiazon

(UniversityofthePhilippines)

3. Students;-(a)Numbers;(b)Quality.



ⅠⅠ. Teaching Methods and Materials;-(a)

Classsizes;(b) Lecture,Tutorial,Case

Class,Others;(C)Textbooks,Casebooks,

Others;TheirProductionandQualityCorl-

trol;(d)Moots.

Reporter;-ProfessorG.S.Sharma(Univers-

ityofRajasthan,India);

U Hla Åung (Professor,University of

Singapore)

ⅠⅠⅠ.RoleofLaw SchoolsinPreserving and

StrengtheningDemocraticInstitutions.

Reporter;-ProfessorL.R.Sivasubramanian

(UniversityofDelhi)

ⅠV RoleofLaw SchoolsinReducing lnter-

nationalTension

Reporter:-Dr.R.C.Hingorani(University

ofDelhi)

これらの議題については,中間巨=こおける模擬裁判

の実演や,最終 日における総括討論をも含めて,上記

のように7月20日に始まる6日間の日程での消化が予

定されていた｡ところが会議の2日目である21日に,

突然シンガポール市内で起 った暴動のために,以後の

日程は残念ながら中断のやむなきにいたった｡この日

はあたかもマホメットの誕生日に当っていたが,その

お祭のデモ行進に突然妨害が入ったのをきっかけに,

マレー人と中国系住民との間に大衝突が起き,相互の

殺傷,商店街の破壊, 自動車の焼打ちなど,極めて不

穏な情勢となった｡ しかも,シンガポール市手持ちの

警察力だけでは,容易に抑えきれず,連邦政府に対す

る軍隊の出動さえ要請される始末となった｡人種融和

を国是とし,また東南アジアのなかで最も政情の安定

したところと聞いていたこのシンガポールで,このよ

うな騒動に会うことは,旅行者にとっては全 くショッ

キングな出来事であった｡事件の全貌やその真因を詳

かにせぬわれわれとしても,新連邦における統一国家

の建設が,前途すこぶる多難であることを思わざるを

えなかった｡ともか く,その翌日から市当局の発 した

Curfew (外出禁止令)のため, われわれ外因からの

会議参加者は,終 日ホテルに足留めされ,市内見物は

おろか,会場であるシンガポール大学への往復も許さ

れない状態となった｡そこで,主催校としてはようや

く5日目の24日になって,僅かに許された自由時間を

利用 して,会場をホテルに移 し,残された議題につい

ての報告をすませる一方,上記の東南アジア法律学校

協会については,出席代表のなかから,仮 りの執行部

役員を選出して,今次会議に関し一応の収拾をはかる

ことになったC,

(3) 会議の印象 このようなわけで,こんどの会議

は,全 く不慮の出来事のために,十分の成果を見ない

うちに終了 したのであるが,ここでほ,この短かい会

期を通 じて受けた若干の印象を摘記するこ と に よ っ

て,私の報告に代えたいと思う｡

(a) まず,この会議での報告 ･討論その他の見聞を

通 じて最 も強 く感 じたことは,この地域の一般傾向と

して,大学というものの目的が,ほとんど専 ら学生の

教育におかれ,法律学の学問としての研究や研究者の

養成は,決 して塵視されているとはいえな い に して

ち,実際上甚だ困難な状況にあるという点である｡少

なくも,法律の分野に関する限り,大学教授の社会的

地使は, 裁判官 ･弁護士の実務家や政府の法律職の

それに比 して低 くて,これに支払われる俸給その他の

待遇は,両者の間に格段の相違が認められるようであ

る｡大学教授は,今までのところ,色々の意味で,と

くに鬼去力のある職域とは見 られず,従って有能な実務

家や政府職員を大学に迎えることは,極めて困難であ

るばかりか,大学自身による若手研究者の養成という

ことも,研究施設の不備 もあって,なかなか容易でな

く,ことに正教授の資格として,先進国 (英本国,フ

ランス,アメリカなど)での学位の取得が要求されて

いるのが例である関係上,教官の自給は困難のようで

ある｡そして,このことは,当然に,大学における教

授陣の弱体となって現われている｡法律学が独立の学

部として設置されているところでさえも,そのスタッ

フは, 2-3名の正教授と数名の助教授ないし講師で

構成されているにすぎず,他は多数の非常勤の講師で

賄われている状態である｡実は,私はうかっにも,こ

んどの会議で予め通告された議題のひとつとして,上

記のように,パー トタイム ･ティーチャーの問題が,

大きく取扱われていることの意味がよく分 らなかった

のであるが,会議に出席 してみて始めて,この問題の

重要性を知ることができた｡なるほど,実務家や政府

職員を講師として大学に迎えることは,ほんらい実務

と密接な関連のある法律の教育にとって,大きな効果

のあることは,否定できないであろう｡けれども,こ

れらの非常勤の教官があまりに多数を占めることは,
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学生に対する十分な責任のある指導という面で欠ける

ばか りでな く,現行の法制ならびにその運用に対 し常

に批判的精神 をもって臨むという,科学 としての法律

学の進化にとって不可欠な面が,ともすれば忘れ られ

がちになるのではないかが,おそれ られ るのである｡

(b) しか しながら,法学の教育ということに関 して

は,極めて熱心な態度がとられ,教育方法 に つ い て

は 色 々の工夫がこらされていることは,十分な注意

を払 う必要がある｡たとえば, シンガポール大学の法

学部では,アメ リカ式のケース ･メソッドのほか,模

擬裁判 (moot) の方法が正課として採用せ られ, 校

舎内に立派な法廷室が設けられ,現職の裁判官を裁判

長に迎えて行われる実損については,学生の参加が義

務づけられ,その弁論 ･裁判の活動に対する教官の評

価が,学業成績の 1部 として甚摘勺され るようになって

いるようである｡実務家の養成を目的としないわが国

の大学では, これ らの方法をそのまま模倣できないこ

とはいうまで もないが,それにして も,わが国の法学

教育では,今なお主 として明治以来の講義方式が踏襲

せ られ,いかに教えるかは,各教官の個人的経験にだ

け委ね られ,教育方法に関する共同の討議による改善

-の努･力に足 りないうらみはないかは,大いに反省す

べ きであろう｡

(C) 妓後に,この東南アジア地域法学教育会議の今

後における見通 しであるが,あ りていにいって,その将

来は決 して楽観的ではあ りえないように感 じられる｡

前述のように, この会議の 第 1回は, 1962年に開か

れ, シンガポ-ルおよびマラヤ以外の他の地域からの

参加者は約30名 (口本からLTi,司法研修所教官小松il三

富判]り であったのに反 し,今回はマレーシアを除 く

外国からの参加者は19名 (日本か らほ,司法研修所教

官廿l尾桃二判事と私) にすぎず, ことにビルマ,カン

ボジア,オース トラリア,タイ,ヴェ トナム,イン ド

ネシアおよびサラワクの代表者は見えず, これは国内

約 ･国際的その他諸事情によるとはいえ,かな り淋び

しく思われた｡ (もっとも,韓国,ブルナィ,香港か

らは,今回新たな参加者があった｡) もともと, こC/j

会議の開催は,アジア財団の財政的援助に負 うところ

が大きいと聞 くが,もしこの援助がないと,今後におけ

る続行は, シンガポール大学関係者, ことに Groves

沃学部長, Khetarpal教授などの努力 に か か わ ら

ず,甚だ困難のように見えるC 上記のように, この会

議の母体ともなるべきものとして,東南アジア法律学

校協会が一応結成 されは したが,その主たるメンバー

である個人会員ならびに学校会員のうち,前者の会出
が,主 としてイン ド代表の強い要請で提案'奴の半分に

削 られたこと,また後者に関 しては,この地域の法律

学校のうちどれだけの正式加盟が期待できるかは甚だ

確実でないことなどか ら推すと,せ っか くできたこの

協会も,先ず財政面か らその運営が危ぶまれ る｡

Ⅲ バンコックにおける関係方面との連絡

シンガポールでの会議後, 7月25日に,円尾判事 と

同道, クアラランプールに飛び, さらに28日にはバ ン

コックまで戻 り,私は 8月 2Hまで当研究センター連

絡事務所に滞在 した｡

(1) まず,クアラランプールでは,連邦裁沖｣所を訪

問 して,事務局長の IbniAlmarhom 氏からマレー

シアの司法事情につき説明を聞 くことができた｡いう

まで もな く,マレーシアは純然たる英法系で,下級裁

判所の主なものとして,Magistrate'sCourts,Ses-

sionsCourts or DistrictCourt, および High

Courts (マラヤ,ボルネオ, シンガポールの 3箇所)

があり,さらにこれ らに対する最高裁判所 として, こ

の連邦裁判所がある (なお,連邦裁判所の判決に対 し

ては, さらに英本国の PrivyCouncil-の上告 も認

涛られ る)｡判例法国ではあるが,イン ドと同様,汰

典化 も進められ,すでに1948年の刑法典,1950年の証

拠法典 もあるほか,訴訟手続 に関 しては,courtrules

が活用 されているようである｡ただ し,マレーシア法

の研究資料としては,TheMalayanLaw Journal

(1932年創刊の月刊誌で,発行所は同名 20Malacca

Street,Singapore1)が最適の文献であるようであ

ろ｡ (なおシンガポール大学法学部の機閑誌として,

MalayaLaw Review,l廿名 Univiersity ofMal-

ayaLaw Review もあるが, これは7凡 12月の年

2回発行 となっている｡)

(2) つぎに, バ ンコックでは, 前後 6日間の 滞在

中,当時の連絡事務所長相良惟一教授および現地調査

員の大学院学生矢野暢君の周到 になされたアレンジメ

ン トに従 って,最高裁判所長官 SunyaDharmsakti,

経済省局長で公法学者の Prayoon Kanchanadul,

チュラロンコン大学政治学部長 Kasem Uthayanin,

内務次官兼 クマサ ット大学政治学部長 ThaweeRa-
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enkham,法務大臣兼クマサ ット大学法学部長 Phya

ArtehakariyaNibhonda,元最高裁長官で 弁護士o)
LuangChamroonNetisatrの諸氏に面談 すること

ができた｡主な目的は これらタイ同法曹の首脳部に

対 し,当研究センターにおける今後の調査研究につい

て了解を求め,必要な協力を要請することで あ っ た

が,これを通 じて最 も強 く印象づけられたことは,覗

下におけるタイ国の特殊な政治情勢 もあって,とくに

この国では科学としての法律学の成育発達が困難な状

況にあるかに見えた点であった｡ことに現職の大臣や

次官が,同時に大学の学部長を兼ねるという ご と き

は,われわれとして全 く想像外であり,大学の自治と

か学問の自由は,ここではどのように考えられている

のか,われわれの推測の及ばないところであった｡ク

マサ ットの政治学部の卒業生の大部分は,内務省に入

/'Dか外交官になるかで,行政官としての出世コースを

宙進するとのことあり,大学即官吏養成機関として,

国家権力の絶大な庇護と管制下にあるのであろう｡ こ

れに対 し,チュラロンコンではむ しろアカデ ミックな

大学への進路を目指す意図は窺えるが,その規模は前

者に比較にならぬほど小さく,設備 も不十分で,将来

立派な大学に育てるには,大学の内外における関係者

の大きな努力が必要であるように見受けられた｡

なお,日泰比較法についていうと,これは何よりも

言葉の点で,きわめて困難な条件下にあるといえる｡

タイ国は,沿革的にはフランス法系に属するとは聞い

ているが,バンコック滞在中は,民法,商法,民事訴

訟法の各法典についての泰英対訳書を見か け た だ け

で,英仏言吾その他われわれが比較的容易に近づきうる

法律書は皆無のようであった｡けれども,ひるがえっ

て考えると,この点は日本の法律学 も同じ状況で,内

容ならびに表現とも,国際的に通用性のある学問の樹

立ということが,われわれに課せられた切実な任務で

あることが,あらためて痛感されるしだいである｡
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